
秋
晴
れ
の
も
と
、
農
産
物
即
売
会
が 

開
催
さ
れ
ま
し
た
！ 

 

倶
知
安
町
認
定
農
業
者
協
議
会
主
催
に
よ
る

農
産
物
即
売
会
は
、
今
回
で
八
回
目
の
試
み
で
、

十
一
月
一
日
（土
）午
前
九
時
三
〇
分
よ
り
倶
知

安
町
役
場
前
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
即
売

会
は
、
認
定
農
業
者
で
あ
る
会
員
が
持
ち
寄
っ
た

自
慢
の
農
産
物
で
あ
り
、
大
勢
の
方
々
が
会
場
に

足
を
運
ば
れ
、
大
盛
況
に
よ
り
取
り
行
わ
れ
ま
し

た
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

謹
賀
新
年 

 
 

謹
ん
で
新
年
の
お
慶
び
を
申
し
上

げ
ま
す
。 

 
 

皆
様
の
ご
多
幸
と
、
稔
り
多
い
年 

 

と
成
り
ま
す
よ
う
心
よ
り
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。 
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農
業
委
員
道
内
視
察
研 

十
一
月
六
日
～
七
日
の
日
程
で
、
農
業
委
員
協
議

会
企
画
に
よ
る
自
主
研
修
と
し
て
、
道
内
視
察
研
修

が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 
 

道
内
唯
一
の
研
究
部
門
を
持
つ
総
合
農
薬
メ
ー
カ

ー
と
し
て
、 

独
自
の
技
術
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
ベ
ー
ス
に

北
海
道
農
業
の
未
来
づ
く
り
に
貢
献
で
き
る
事
業
を

幅
広
く 

展
開
し
て
い
る
ホ
ク
サ
ン
株
式
会
社
と
バ

イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
（
微
生
物
大
型
タ
ン
ク
培
養
法
）

に
よ
る
植
物
生
育
調
節
物
質
、
担
子
菌
由
来
抽
出
物

等
の
製
造
及
び
販
売
し
て
い
る
株
式
会
社
ア
ミ
ノ
ア

ッ
プ
化
学
を
視
察
先
と
し
て
、
有
意
義
な
研
修
が
進

め
ら
れ
ま
し
た
。 

秋
晴
れ
の
も
と
、
農
産
物
即
売
会
が 

開
催
さ
れ
ま
し
た
！ 

 

農
業
委
員
道
内
視
察
研
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    農地中間管理事業とは・・・ 

    適切な人・農地プランが作成され、地域ぐるみで担い手等への農地の集積を進め、 

    農用地利用の効率化及び高度化を促進する効果の高い区域を重点地区と定め、 

    意欲ある担い手を公募し、農地の集積と集約化を支援していく事業です。 

 

 

 

  ※ この事業は、農用地の賃貸借を行うものであり、所有権は移転しません。 

 

 

農用地利用配分計画の認可・公告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         決定                         意見 

 

 

 

農地中間管理機構事業 
経営地の規模拡大・面的集積を応援します。 

対象となる農用地    農業振興地域内の農用地 

貸付希望者 
（出し手） 

借受希望者 
（受け手） 

公益財団法人 北海道農業公社 
（農地中間管理機構） 

倶知安町が機構から委託を受けており

ますので、役場（農林課又は農業委員会）

へご相談下さい。 

農 協 

賃
借
料
受
払 

倶知安町 

 

北海道 

倶知安町 

農業委員会 農業委員会 

連 携 

農用地利用集積計画 農用地利用配分計画（案） 

借 入 貸 付 農業振興係 ℡ 56-8010 
農業委員会 ℡ 56-8017 



 

 
本町の基幹産業である農業を守り、安心して営農が継続できるよう、効果的で継続性のある農業経営施策の実現に向けて、国・道及び関

係機関に対して、支援策予算の確保等の要請をされますよう、農業委員会等に関する法律第６条第３項の規定に基づき建議いたします。 

 

１．土づくり対策について 

農業者にとって土づくりは、安全・安心な農作物を育てるための基本です。 

堆肥・緑肥作物の導入、土壌分析経費等の助成の継続と、増額の検討をしていただくとともに、リゾートを抱える観光の町として、景観にも

配慮を施すため、遊休農地等に、景観緑肥の助成の検討もお願いします。 

また、本町の基幹作物である馬鈴薯のシストセンチュウ対策に以下の更なる支援強化をお願いします。 

（１） Ｄ－Ｄ薬剤購入費の一部助成の継続と、一般圃場（男爵）への薬剤購入費 

   （ネマトリン・バイデート等）の一部助成 

（２） 抵抗性品種の導入経費の一部助成の継続と増額 

（３） 大和原種圃場の予防対策強化 

 

２．土地改良事業の推進について 

今年も、異常気象の影響で、記録的なゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れなど、全国各地で被害が拡大しました。道内でも、記録的な大雨に

よる多大な被害を受けている地域があり、本町においても、雨による客土の崩れや畑に水が流れ込むなど、小規模ですが、被害が出ている状

況にあります。 

圃場間の格差を解消するため、粘土地帯、排水不良圃場の客土、暗渠排水の整備など透排水性の改善が必要不可欠であります。 

  気象変動の影響を最小限にとどめ、農作物の安定生産を図るため、国費、道費、町費を活用した土地改良事業を推進していただきま

すようお願いします。 

 

３．担い手対策について 

  本町の基幹産業である農業を将来に渡り支えていく担い手が、安心して農業に取り組める環境づくりが重要です。 

  農業経営者の高齢化、後継者不足という現状において、新規就農者の育成確保は、農業政策上重要な課題となっています。 

  特に、若い力を育てるために情報の提供や各種研修の継続をお願いするとともに結婚対策にも引き続き協力をお願いします。 

  また、後志管内唯一の北海道立倶知安農業高等学校は、農業後継者育成と地域農業教育振興などに大きな役割を担っており、今後も

存続させるようお願いします。 

 

４．獣被害防止対策について 

鳥獣被害防止総合対策事業の実施に伴い、熊や鹿・あらいぐまなどによる食害被害のある農家に対し、電牧柵の購入費補助が行われ、設

置された圃場では一定の効果が確認されています。 

食害被害を軽減させるための方策として、電牧柵の設置数を増やすとともに、箱わなの設置及び猟友会と連携しての個体駆除など総合的

な対策が必要となります。 

近年、特に熊の出没が頻繁になり、圃場近くの家の付近まで、数頭の足跡が確認されております。安心して農作業を行えるよう、国・道・町

がより一層連携した対処措置が講じられるよう獣被害防止対策の強化を是非お願いします。 

 

５．農業委員会の体制強化について 

農業委員会制度・組織改革において、農業委員会の事務局の強化が打ち出されております。農業委員会は、優良農地の保全確保と担い

手の育成などを一層推進することが求められ地域農業振興における農業委員会の担う役割が大幅に拡充され業務量が増加しています。 

農地制度を担う農業委員会活動等の充実強化のため、事務局職員の専任体制の整備と重厚な予算措置を講じ支援されるようお願いしま

す 

 

６．原子力発電施設に関する要請について 

原子力発電施設で事故が起きれば、農地の汚染、風評被害などにより農業者の経営や生活に甚大な影響を与えるばかりではなく、消費者

へも大きな不安を与えます。 

泊原発に置いて、ひとたび事故が起きれば、３０キロ圏内にある倶知安町でも、福島原発事故と同じ様な状況に陥ることは十分に考えられ

ることです。原発事故は、絶対に繰り返してはならないものであり、原子力エネルギーに代わる代替エネルギー政策の早期実現と併せ、既存

施設の安全性確保、常に正確な情報の公開を、引き続き国及び道、電力会社に求めていただくようお願いします。          

 

７．ＴＰＰ交渉に関する対応について 

 ＴＰＰは、例外のない関税撤廃を原則とするとともに、幅広い分野にわたって規則・制度の変更が求められる、極めて自由化度の高い包

括的協定です。そのため、関税撤廃による農業への打撃は、食糧自給率に大きな影響を及ぼし、食の安全・安心などにかかわる仕組みや制

度の変更も余儀なくされ、私たちの生活が一変してしまう可能性があります。 

地元の農業を守るため、国に対し、「聖域」とされる重要５項目は、断固として関税を維持するように求めていただくようお願いします。 

 

 

 

平成２７年度倶知安町農業振興施策に関する建議書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２６年８月～２６年１２月） 
9 月 8 日 山麓地区農業委員会臨時総会 
8 月 12 日 現地調査（２班） 
8 月 18 日 現地調査（４班） 
8 月 25 日 現地調査（４班） 
8 月 29 日 第８回農業委員会総会 
8 月 29 日 農地パトロール 
9 月 1 日 山麓地区農業委員会協議会研修会 
9 月 12 日 現地調査（１班） 
9 月 26 日 第９回農業委員会総会 
9 月 26 日 現地調査（４班） 

10 月 10 日 現地調査（４班） 
10 月 28 日 第１０回農業委員会総会 
10 月 28 日 第３回広報編集会議 
10 月 28 日 第１回農業振興委員会 
11 月 6-7 日 農業委員協議会道内視察研修 
11 月 12 日 利用調整会議（３班） 
11 月 17 日 利用調整会議（１班） 
11 月 18 日 地区別農業委員会研修会 
11 月 18 日 第２回農業振興委員会 
11 月 28 日 第１１回農業委員会総会 
11 月 28 日  倶知安町長へ建議書提出 
11 月 28 日 第４回広報編集会議 
11 月 28 日 利用調整会議（２班） 
12 月 4 日  利用調整会議（１班） 
12 月 16 日 利用調整会議（３班） 
12 月 22 日 利用調整会議（２班） 
12 月 26 日 第１２回農業委員会総会 
 

 

 

  
 

編 

集 

後 

記 

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

前
回
の
「
農
業
委
員
会
だ
よ
り
」
で
は
、
顔
写
真

を
載
せ
る
こ
と
で
、
委
員
ひ
と
り
ひ
と
り
を
紹
介
で

き
た
か
な
と
思
い
ま
す
。 

私
も
い
ろ
い
ろ
な
方
々
に
「
写
真
見
た
よ
～
！
」 

と
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の

方
々
が
「
た
よ
り
」
を
見
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
、
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。 

写
真
は
見
た
け
ど
、
農
業
委
員
っ
て
何
を
す
る
人

た
ち
な
の
か
？ 

仕
事
の
中
心
と
な
る
の
は
「
農
業
を
守
り
、
受
け

継
い
で
い
く
た
め
に
動
く
こ
と
」
で
す
。
そ
の
た
め

に
、
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
で
農
地
を
回
っ
た
り
、
農
地

の
あ
っ
せ
ん(

利
用
調
整
会
議)

も
行
い
ま
す
。
知
識

を
深
め
る
た
め
に
研
修
会
な
ど
に
も
参
加
し
ま
す
。 

農
業
委
員
は
推
薦
枠
も
あ
り
ま
す
が
、
農
家
の
皆

さ
ん
か
ら
選
ば
れ
て
決
ま
り
ま
す
。
農
家
さ
ん
に
限

ら
ず
、
農
業
に
つ
い
て
ま
ず
相
談
し
て
い
た
だ
け
る

存
在
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
「
た
よ
り
」
も
、
い
ろ
い
ろ
な
方
々
が
見
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
励
み
に
、
倶
知
安
の
農
業

に
つ
い
て
発
信
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

【
内
田
や
よ
い
】 

 

第
二
十
二
期
編
集
委
員 

内
田
や
よ
い 

高
田 

玲
子 

三
木 

繁
勝 

村
元 

 

剛 

 

農業委員選挙 
選挙人名簿登載の申請 

 

農業委員会では、毎年１月１日に農業

委員選挙資格の調査を行っております。 

 申請用紙は、毎年の申請を基に該当す

る方に配布しています。 

 届いてない方や新たに該当される方は

農業委員会事務局で手続きをお願いしま

す。 

◆ 次のすべてに該当する農業者が対象

です。 

 ○町内に住所を有する人 

 ○平成２７年３月３１日現在、２０歳

以上の人 

 ○３０アール以上の農地を耕作してい

る経営者又は同居の親族（農業生産

法人の構成員を含む）で年間６０日

以上の耕作従事者 

◆ 問い合わせ 

  農業委員会事務局 

  電話 ５６－８０１７（直通） 

 

 

 

 

 

農業委員会活動報告 

農
業
者
年
金
で
豊
か
な
老
後
を 


